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議第４６号 

   橿原市個人情報保護条例の一部改正について 

 橿原市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和３年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

橿原市個人情報保護条例（平成１１年橿原市条例第１７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（提供の制限） 

第１０条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することができる。ただし、当該

個人情報を利用目的以外の目的のために提供することによって、本人又は第三者の権利

利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（１）～（４） （略） 

（５） 他の実施機関又は第２条第７号ただし書に規定する団体（以下「国等」とい

う。）に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供を受ける者

が、その所掌事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個

人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。この場合において、実施機関

は、必要があると認めるときは審議会の意見を聴くことができる。 

（６） （略） 

（提供の制限） 

第１０条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することができる。ただし、当該

個人情報を利用目的以外の目的のために提供することによって、本人又は第三者の権利

利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（１）～（４） （略） 

（５） 他の実施機関又は第２条第９号ただし書に規定する団体（以下「国等」とい

う。）に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供を受ける者

が、その所掌事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個

人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。この場合において、実施機関

は、必要があると認めるときは審議会の意見を聴くことができる。 

（６） （略） 
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改    正    前 改    正    後 

３～５ （略） 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第２９条 実施機関は、訂正等決定に基づく当該保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先（情報提供等記録にあ

っては、総務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者若しくは情報提供者

又は同条第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者

（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに

限る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

（罰則） 

第４４条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第１３条第１項の受託業務に従事し

ている者若しくは従事していた者又は第１４条第１項の管理の業務に従事している者若

しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録され

た第２条第９号アに係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処す

る。 

３～５ （略） 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第２９条 実施機関は、訂正等決定に基づく当該保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先（情報提供等記録にあ

っては、内閣総理大臣及び番号法第１９条第８号に規定する情報照会者若しくは情報提

供者又は同条第９号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供

者（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のもの

に限る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

（罰則） 

第４４条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第１３条第１項の受託業務に従事し

ている者若しくは従事していた者又は第１４条第１項の管理の業務に従事している者若

しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録され

た第２条第１１号アに係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工し

たものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処す

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の橿原市個人情報保護条例第２９条の規定は、令和３年９月１日以後の通知に適用する。 
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理由 デジタル庁設置法の制定により、内閣にデジタル庁が設置されるため、所要の改正を行うもの 
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議第４７号 

橿原市手数料徴収条例の一部改正について 

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

橿原市手数料徴収条例（平成１２年橿原市条例第３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 事務 手数料の額 

（略） 

８の２ 除票の写し又は

除票記載事項証明書の交

付手数料 

住民基本台帳法第１５条の４第１項、第

３項又は第４項の規定による除票の写し

又は除票記載事項証明書の交付 

１件につき ３

００円 

８の３ 個人番号カード

の再交付手数料 

行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条

第７項に規定する個人番号カードの再交

付 

１件につき ８

００円 

名称 事務 手数料の額 

（略） 

８の２ 除票の写し又は

除票記載事項証明書の交

付手数料 

住民基本台帳法第１５条の４第１項、第

３項又は第４項の規定による除票の写し

又は除票記載事項証明書の交付 

１件につき ３

００円 

８の３ 削除   
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改    正    前 改    正    後 

８の４ 戸籍の附票の写

しの交付手数料 

住民基本台帳法第２０条第１項、第３項

又は第４項の規定による戸籍の附票の写

しの交付 

１件につき ３

００円 

（略） 

（略） 
 

８の４ 戸籍の附票の写

しの交付手数料 

住民基本台帳法第２０条第１項、第３項

又は第４項の規定による戸籍の附票の写

しの交付 

１件につき ３

００円 

（略） 

（略） 
 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号カードの再交付に係る手数料は地方公共団体情報システム機構が定めるた

め、所要の改正を行うもの 



1 

 

議第４８号 

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市空家等対策協

議会 

空家等対策計画の作成及び

変更並びに実施に関する協

議に関する事務 

 

 

 

 

１２人以内 

 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市空家等対策協

議会 

 

橿原市都市公園事業

における公募設置等

予定者選定委員会 

空家等対策計画の作成及

び変更並びに実施に関す

る協議に関する事務 

橿原市都市公園事業の実

施に際して、公募設置等

予定者の選定についての

審査に関する事務 

１２人以内 

 

 

５人以内 
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改    正    前 改    正    後 

（略） 
 

（略） 
 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ （略） 

橿原市国民保護協議会の委員 

 

日額 １０，０００ 〃 

  

（略） 
 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ （略） 

橿原市国民保護協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市都市公園事業における公募設置等

予定者選定委員会の委員 

日額 １０，０００ 〃 

（略） 
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理由 執行機関の附属機関として、橿原市都市公園事業における公募設置等予定者選定委員会を設置するため、所要の改正を行うもの 


